
内

閣

府
、
総

務

省
、
法

務

省
、

○
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第
二
号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
犯
罪
に
よ
る
収
益

の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
犯
罪
に
よ
る
収
益

の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗

法
務
大
臣

金
田

勝
年

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

山
本

有
二

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成
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国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労

働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
）

（
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
取
引
）

第
四
条

令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と
が
許
容

第
四
条

［
同
上
］

さ
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引

と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ツ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

七

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

電
気
、
ガ
ス
又
は
水
道
水
の
料
金
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

ハ

電
気
、
ガ
ス
又
は
水
道
水
の
料
金
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者

律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者

若
し
く
は
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
法

若
し
く
は
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ガ
ス

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般

小
売
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者

ガ
ス
事
業
者
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
簡
易
ガ
ス
事
業
者
、
同
条
第
六

、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
五
項
に
規

項
に
規
定
す
る
ガ
ス
導
管
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
大

定
す
る
水
道
事
業
者
又
は
工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

口
ガ
ス
事
業
者
、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三

八
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
工
業
用
水
道
事
業
者
に
対
し
支

条
第
五
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
者
又
は
工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三

払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
に
係
る
も
の

十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
工
業
用
水
道
事

業
者
に
対
し
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
に
係
る
も
の

ニ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す

ニ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、

る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、

特
別
支
援
学
校
、
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
同
法
第
百
二
十
四

特
別
支
援
学
校
、
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
対
す
る
入
学
金
、
授
業
料
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条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
支
払
に
係
る
も
の

等
課
程
及
び
専
門
課
程
に
限
る
。
）
に
対
す
る
入
学
金
、
授
業
料
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
支
払
に
係
る
も
の

［
ホ
・
ヘ

略
］

［
ホ
・
ヘ

同
上
］

［
八
～
十
三

略
］

［
八
～
十
三

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

附

則

附

則

（
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
特

例
）

［
条
を
削
る
。
］

第
六
条

そ
の
取
引
が
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
係
る
寄
附
の
た
め
に
行
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

「
ヘ

現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
を
伴
う
も

の
の
う
ち
、
商
品
若
し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
役
務
の

対
価
の
支
払
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当

該
支
払
を
受
け
る
者
に
よ
り
、
当
該
支
払
を
行
う
顧
客

等
又
は
そ
の
代
表
者
等
の
、
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号

て
は
、
同
号
中

か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
特
定
事

業
者
（
以
下
「
特
定
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
の
例
に

準
じ
た
取
引
時
確
認
並
び
に
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保

存
に
相
当
す
る
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
取

引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

」

「
ヘ

現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
を
伴
う
も

の
の
う
ち
、
商
品
若
し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
役
務
の

対
価
の
支
払
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当

該
支
払
を
受
け
る
者
に
よ
り
、
当
該
支
払
を
行
う
顧
客
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等
又
は
そ
の
代
表
者
等
の
、
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号

か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
特
定
事

業
者
（
以
下
「
特
定
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
の
例
に

準
じ
た
取
引
時
確
認
並
び
に
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保

と
あ
る
の
は
、

存
に
相
当
す
る
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
取

引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

ト

現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
を
伴
う
も

の
の
う
ち
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
係
る
寄
附
の

た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
為
替
取
引
に
よ
る
送
金

先
の
預
金
又
は
貯
金
口
座
が
専
ら
寄
附
を
受
け
る
た
め

に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限

り
、
当
該
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を

除
く
。
）

」

と
す
る
。

２

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
に
住
居
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
で
あ
っ
て
、
第
六
条
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人

特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
、
当

分
の
間
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
申
告
を
受
け
る
方
法
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事
業
者
は
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表

者
等
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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